
規

則 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
ヌ
⑴
中
「
一
以
上
」
を
「
客
室
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
」

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
一
）
の
９
ア
中
「
以
上
の
」
を
「
以
上
の
場
合
に
は
、
配
慮
さ
れ
た
客
室
を
客

数
以
上
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の 

 

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
着
手
す
る
特
定
生
活
関
連
施
設
の
新
築
（
生
活
関
連
施
設
以
外
の
建 

 

築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
特
定
生
活
関
連
施
設
と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
又
は
整
備
基
準
に
係 

 

る
部
分
の
増
築
、
改
築
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
え
（
以
下
こ
の
項
に
お 

 

い
て
「
新
築
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
着
手
し
た
新
築
等
に
つ
い
て
は
、 

 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 
 

１
以
上

 
客
室
の
総
数
に
１
／
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た

 

数
以
上

 


